
五島市監査委員公表第１号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、

令和７年１０月会計伝票に係る例月財務監査を実施したので、その結果を同条第９項の規

定により、別紙のとおり公表する。 

 

令和８年１月１４日 

 

                      五島市監査委員 米 山 尚 志 

                      五島市監査委員 山 田 洋 子 
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７五監第５５７号   

令和８年１月１４日   

   

五島市議会議長 片 峰  亨 様 

五島市長 出 口  太 様 

五島市教育委員会教育長 川 端  一 様 

五島市選挙管理委員会委員長 手 島 仁 助 様 

五島市公平委員会委員長 祢 宜  渉 様 

五島市代表監査委員 米 山 尚 志 様 

五島市農業委員会会長 上 村 孝 幸 様 

五島市固定資産評価審査委員会委員長 吉 田 隆 正 様 

 

五島市監査委員 米 山 尚 志      

           五島市監査委員 山 田 洋 子 

 

令和７年度例月財務監査結果報告の提出について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、

令和７年１０月分例月出納検査に併せて例月財務監査を実施したので、同条第９項の規定

によりその結果に関する報告を次のとおり提出します。 

 

記 

令和７年度例月財務監査結果報告書（令和７年１０月会計伝票監査分） 

第１ 監査の基準 

この監査は、五島市監査基準（令和２年五島市監査委員告示第１号）に準拠して実施

した。 

第２ 監査の種類 

例月財務監査（地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定による監査） 

第３ 監査の対象 

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計及び下水道事業会計の令

和７年１０月分の収入及び支出に関する会計伝票 

第４ 監査の着眼点 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の

経費で最大の効果を挙げるようにしているか。 

第５ 監査の主な実施内容 

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の有効性、
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効率性、経済性、合規性等の観点から監査した。 

第６ 監査の期間及び実施場所 

１ 監査の期間  令和７年１１月１３日から同年１２月２３日まで 

２ 実施場所   監査委員事務局 

第７ 監査の結果 

第１から第６までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった財

務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるよう

にしていることが認められた。 

 


